
       

  
 
 
 
 

 

 

 
 

腸管出血性大腸菌感染症発生状況比較

0

2

4

6

8

10

12

14

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平均

H19

 
※ 棒グラフは、感染症法施行後８年間の平均  
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平成１９年８月８日発行 

 

発信者 若狭健康福祉センター  

担当  健康増進課 古澤 
ＴＥＬ ： 0770-52-1300 

ＦＡＸ ： 0770-52-1058 

ＭＡＩＬ：h-furusawa-ba@pref.fukui.lg.jp 

※ ご意見、ご感想おまちしています。 

○ 編集後記 ○ 

毎日暑い日が続きますが、熱中症予防のため、水分

補給と規則正しい生活を心がけましょう。 

2 類 結核 16 名 
3 類 腸管出血性大腸菌感染症 ７名 
           【7 月（７/1～31）発生数 8 件】 

 
腸管出血性大腸菌感染症（O１５７等）の発生が増加中！！ 
 
依然として注意が必要！！（大阪の保育施設では３歳児死亡例あり） 

 
～8 月は食品衛生月間です～ 

＜食中毒の予防の３原則＞ 

「清    潔」細菌を付けない 
 
「迅速又は冷却」細菌を増やさない 
 
「加    熱」 細菌を殺す 

 

調理する際には充分な手洗いを！！ 

 

◆ 『食品衛生教室』の開催（７月～11 月） 

管内の保育園児を対象に『食品衛生教室』を行い、

手洗いによる感染症や食中毒防止を呼びかけてい

ます。 

県内では 5 月から腸管出血性大
腸菌感染症（O157 等）が多発して

おり、7 月に入っても、6 件 8 名が感

染しています。 
例年気温が高くなる 7 月～9 月

に発生のピークを迎えることから、

今後、家庭・施設での手洗い等予
防の徹底が重要です。 

 

※ 予防等の注意について添付資

料をご覧下さい。 

～ 手足口病が発生しています ～  
県内で手足口病が増加してます。 
 

◎手足口病とは？ 
乳幼児、小児の間で流行。手のひら、足の

裏、口の中などに小さな水ぶくれ。発熱。 
感染者の鼻水や唾液の中のウイルスによ
り人から人に感染。 

◎かかってしまったら？ 
口が痛いときは水分不足に注意。 
登校や登園停止にはならないので、症状が

なくなっても、ウイルスは数週間出ているの
で手洗いを十分に。 
◎予防方法は？ 

手洗い（特にオムツ等を交換した時） 
汚れた衣服の洗濯 



（ 住民用 ） 
 

腸管出血性大腸菌（O157 等）に注意しましょう！ 
 

  
 腸管出血性大腸菌感染症は、ある種の毒素（ベロ毒素）を産生する病原性大腸

菌の感染により、水様性下痢、腹痛、血便、発熱（３７～３８度）、嘔吐などの

症状や、発症約１週間後、約１０％の方に HUS（溶血性尿毒症症候群）という

重篤な症状（致死率約３％）が現れる細菌感染症で、年齢を問わず発症が見ら

れますが、小児の報告例が多い（３０～４０％）感染症です。 
 細菌表面の抗原の違いにより O157、O26 などと呼ばれています。 
 比較的小量の菌量（数十～約百個）でも発症し、潜伏期間は２日～１４日間

（平均３～５日）と言われています。 
 大腸菌は自然界に広く存在しており、病原性大腸菌も一般の大腸菌同様、食

肉用動物（主にウシ）の腸管内のほか、野菜等にも付着している場合がありま

す。 
 毎年、全国で３,０００～４,０００人感染報告があり、接触者調査の結果、感

染していても症状の現れない無症状保菌者が見つかることもしばしばあります。 
 
■ 予防は… 

 ・ 調理や食事の前、トイレの後には、十分に手を洗いましょう。 
 ・ 調理器具は食品ごとにこまめに流水で洗い、熱湯をかけておきま

しょう。 
 ・ 生野菜は流水でよく洗い、加熱する食品は十分に加熱（中心部を

75℃で１分間以上）しましょう。 
 ・ 焼肉をする場合は、生肉専用の箸を用いるなど、箸の使い分けを

しましょう。 
 
■ 症状が現れたら… 
 ・まず、医療機関にかかりましょう。 
 ・下痢止めの種類によっては、かえって症状を悪化させることがあ

ります。 
 ・抗生物質の内服治療等により１週間程度で治りますが、症状の程

度により入院が必要となることもあります。 
 ・飲食店などで調理業務に当たっている人は、菌が認められなくな

るまで就業制限がかかりますので、感染には特に注意してくださ
い。 

 ・発症した患者のいる家庭では、便で汚染された下着等の取扱いに
注意してください。 

 
 ○問い合わせ先：県健康増進課(℡0776-20-0352)、各健康福祉ｾﾝﾀｰ 

 ○福井県感染症情報ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kansen.erc.pref.fukui.jp/ 
○厚生労働省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：O１５７Q＆A 
        

http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html  



（ 施設用 ） 
 

腸管出血性大腸菌（O157 等）に注意しましょう！ 
 

 腸管出血性大腸菌感染症は、ある種の毒素（ベロ毒素）を産生する病原性大腸

菌の感染により、水様性下痢、腹痛、血便、発熱（３７～３８度）、嘔吐などの

症状や、発症約１週間後、約１０％の方に HUS（溶血性尿毒症症候群）という

重篤な症状（致死率約３％）が現れる細菌感染症で、年齢を問わず発症が見ら

れますが、小児の報告例が多い（３０～４０％）感染症です。 
 細菌表面の抗原の違いにより O157、O26 などと呼ばれています。 
 比較的小量の菌量（数十～約百個）でも発症し、潜伏期間は２日～１４日間

（平均３～５日）と言われています。 
 大腸菌は自然界に広く存在しており、腸管出血性大腸菌も一般の大腸菌同様、

食肉用動物（主にウシ）の腸管内のほか、野菜等にも付着している場合があり

ます。 
 毎年、全国で３,０００～４,０００人感染報告があり、接触者調査の結果、感

染していても症状の現れない無症状保菌者が見つかることもしばしばあります。 
 
■ 予防対策について 

 ・ 日頃から健康管理に気をつけること。 
 ・ 下痢等の症状がある方は調理を控えること。 
 ・ 調理前やトイレの後には、十分に手を洗うこと。 
 ・ 調理器具は食品ごとにこまめに流水で洗い、熱湯をかけるなどし

て消毒を行うこと。 
 ・ 生野菜は流水でよく洗い、加熱する食品は十分に加熱（中心部を

75℃で１分間以上）すること。 
 ・ 調理済の食品を汚染させないこと。 
 ・ 焼肉等、喫食者が自分で加熱するような場合には、生肉等専用の

箸を使用し、十分加熱するようお願いすること。 
 ・ 発症者のいる施設では、便で汚染された下着等の取扱いに注意す

るとともに、汚染が疑われる場所の消毒を十分行うこと。 
 
■ 有症者の対応について 
 ・医療機関を受診すること。 
 ・下痢止めの種類によっては、かえって症状を悪化させることがあ

ります。 
 ・感染した場合、調理業務に当たっている人は、菌が認められなく

なるまで就業制限がかかりますので、感染には特に注意すること。 
 ・喫食者で有症者が出た場合には、すみやかに管轄する健康福祉セ

ンターへ連絡すること。 
 
 ○問い合わせ先：県健康増進課(℡0776-20-0352)、各健康福祉センター 

 ○福井県感染症情報ホームページ：http://kansen.erc.pref.fukui.jp/ 
○ 厚生労働省ホームページ：O１５７Q＆A 
        http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html  

 


